
広島県公安委員会公印規則をここに公布する。
平成21年10月26日

広島県公安委員会
委員長 水 野 勝

広島県公安委員会規則第17号
広島県公安委員会公印規則

（公印の制式）
， 。第１条 広島県公安委員会及び広島県公安委員会委員長の公印の制式は 次のとおりとする

名 称 公印に表示する文字 大 き さ 備 考

27ミリメートル平方

１ 運転免許証用
4.5ミリメートル平方

２ 運転経歴証明書用

１ 証明書用
18ミリメートル平方

２ 通知書用

10ミリメートル平方 駐車監視員資格者証用

広島県公 直径28ミリメートル 国外運転免許証用

安委員会



国外運転免許証車両種
直径20ミリメートル

別用

１ 運転免許証備考欄
記入用

縦７ミリメートル ２ 交通規制に関する
横11ミリメートル 適用除外車両に係る

標章の記載事項の変
更用

24ミリメートル平方 放置駐車違反用

運転免許の拒否，取消
24ミリメートル平方

しの通知用

１ 火薬類・銃砲・刀
縦９ミリメートル 剣類事務用
横16ミリメートル ２ 風俗営業の許可の

条件用

広島県公
安委員会 27ミリメートル平方
委 員 長

（委任）
第２条 広島県公安委員会及び広島県公安委員会委員長の公印の保管その他必要な事項は，
広島県警察本部長が定める。

附 則
（施行期日）



１ この公安委員会規則は，平成21年11月１日から施行する。
（経過措置）

２ この公安委員会規則施行の際現に使用中の公印は，この規則の規定に基づいて作成され
た公印とみなす。


